
第101回安来市議会定例会 ９月定例会議

総務企画委員長報告

令和5年9月25日

去る9月1日に開議されました本会議において本委員会に付託されました「議第100号 地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について」及び

「議第106号 安来市火災予防条例の一部を改正する条例制定について」の2件ついて、9月14

日に審査を行いましたので、その結果並びに経過をご報告いたします。

はじめに、審査結果については、

「議第100号」「議第106号」ともに全会一致で執行部提出原案のとおり可決すべきものと決

しました。

続いて、審査の経過について主なものを申し上げます。

「議第100号」では、委員より、「地方自治法の一部改正に伴う関係条例の条ずれに対応する

とのことだが、「安来市病院事業の設置等に関する条例の一部改正」には、法律番号の追加があ

るが、これは何か」との質問に対し、執行部からは、「この度の条例改正への対応の際、法律番

号の記載がないことが判明したため、あわせて対応した」との答弁でした。

「議第106号」では、委員より、「安来市の急速充電設備の設置状況はどうか」との質問に対

し、執行部からは、「条例で規制される急速充電設備は20キロワット以上のものであり、安来市

内では、道の駅あらエッサ及び民間自動車会社の２箇所である」との答弁でした。

また、委員より、「公布の日から施行した場合、今回の急速充電設備の改正部分の対応はどう

なるのか」との質問に対し、執行部からは、「急速充電設備の規定については、令和5年10月1

日からの適用となる。また附則の経過措置により、すでに設置してあるもの、もしくは設置の工

事をしているものについては、今まで通りとなる」との答弁でした。

このほか、委員より、「喫煙所の標識について、図記号と文字は一緒に記載されるものなのか」

との質問に対し、執行部からは、「文字による標識は必要で、図記号を併せて使用する際、その

図記号はIS0又はJISに適合しなければならない。法令上、文字のみでもよいと考えるが、わか

りやすくするために図記号を併せて使用する場合が多いと認識している」との答弁でした。

以上、総務企画委員長報告といたします。


